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令和４年神審第３９号 

裁    決 

貨物船Ａ灯標衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 三級海技士（航海） 

 

本件について、当海難審判所は、理事官岸尾光一出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和３年１１月２０日０３時５７分僅か前 

 兵庫県東播磨港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 貨物船Ａ 

  総 ト ン 数 ７４９トン 

  全 長 ８１.６０メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出 力 １,６１８キロワット 
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３ 事実の経過 

  Ａは、船尾船橋型鋼製貨物船で、操舵室前部中央に操舵スタンド、

その左舷側にレーダー２台、ＧＰＳプロッター等、右舷側に機関遠隔

操縦盤等をそれぞれ備え、ａ受審人ほか４人が乗り組み、石灰石  

２,２５０トンを積載し、船首４.０メートル船尾５.０メートルの喫

水をもって、令和３年１１月１９日１０時３０分大分県津久見港を発

し、東播磨港に向かった。 

  ところで、ａ受審人は、船橋当直を０７時００分から１１時００分

及び１９時００分から２３時００分までを自身が、１１時００分から

１５時００分及び２３時００分から０３時００分までを二等航海士が、

１５時００分から１９時００分及び０３時００分から０７時００分ま

でを一等航海士がそれぞれ入直する、単独４時間３直制としていた。 

  ａ受審人は、東播磨港入港に備えて同港南方沖合で昇橋し、翌２０

日０３時４０分僅か過ぎ東播磨航路第１号灯標（以下、灯標の名称に

ついては、「東播磨航路」の冠称を省略する。）から２３２.５度

（真方位、以下同じ。）３.１８海里の地点で、一等航海士から引き

継いで船橋当直に就き、針路を０５４度に定めて自動操舵とし、折か

らの潮流によって右方に３度圧流され、１１.３ノットの速力（対地

速力、以下同じ。）で進行した。 

ａ受審人は、２海里レンジでヘッドアップ、オフセンターとしたレ

ーダー、ＧＰＳプロッターの表示画面を重畳したレーダーをそれぞれ

作動させ、操舵スタンド後方に立って操船に当たり、第２号灯標をほ

ぼ正船首に視認したことから、同灯標を右舷方に見て航過するため、

０３時５２分半僅か前第１号灯標から２２０度１,６００メートルの

地点に至り、針路を０５２度に転じ、折からの潮流により３度右方に

圧流されて続航した。 
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  ａ受審人は、０３時５４分半船舶電話に着信があり、操舵室左舷後

部に移動して同電話をとり、船尾方を向いて通話を始め、０３時５４

分半少し過ぎ第１号灯標から２０８度８８０メートルの地点に達した

とき、第２号灯標が右舷船首３度８００メートルのところとなり、そ

の後同灯標に向かって接近する状況であったが、船舶電話で通話する

ことに気を奪われ、第２号灯標への接近状況を把握するなど、船位の

確認を十分に行わなかったので、この状況に気付かなかった。 

  こうして、ａ受審人は、第２号灯標に向かって進行し、０３時５７

分少し前通話を終えて船首方を向いたところ、右舷方至近となった同

灯標を認め、手動操舵に切り替えて左舵をとり、続いて、キックによ

り第２号灯標を避けようと右舵をとったものの、及ばず、０３時５７

分僅か前第１号灯標から１４２度４００メートルの地点において、Ａ

は、船首が０４９度を向き、速力が１１.１ノットとなったとき、そ

の右舷船尾部が第２号灯標に衝突した。 

当時、天候は晴れで風力３の北北東風が吹き、潮候はほぼ低潮時に

あたり、視界は良好で、衝突地点付近には東南東方に向かう微弱な潮

流があった。 

衝突の結果、Ａは、右舷船尾部外板に擦過傷を伴う凹損を生じ、第

２号灯標は、防護枠に曲損等を生じたが、のち修理された。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件灯標衝突は、夜間、東播磨港南方沖合において、同港に入航する

際、船位の確認が不十分で、第２号灯標に向かって進行したことによっ

て発生したものである。 

 ａ受審人は、夜間、東播磨港南方沖合において、同港に入航する場合、

第２号灯標に向かって接近することのないよう、同灯標への接近状況を
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把握するなど、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかる

に、同人は、船舶電話で通話することに気を奪われ、船位の確認を十分

に行わなかった職務上の過失により、第２号灯標に向かって接近する状

況に気付かないで進行して衝突を招き、船体及び第２号灯標それぞれに

損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和５年８月８日 

     神戸地方海難審判所 

          審 判 官  池  田  博  美 


